
＜照会先（制度）＞
厚生労働省医政局地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室
電話番号 ０３－５２５３－１１１１（内線４１４８）
メールアドレス  ishi-kakuho@mhlw.go.jp 
厚生労働省ホームページ（医師確保対策）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html

＜照会先（認定の申請、補助金、優遇融資）＞
認定の申請、認定後の補助金及び優遇融資の各照会先は裏面をご確認ください。

医療法第5条の２に基づく

医師少数区域経験認定医師制度のご案内

厚生労働省医師少数区域等の医療機関

認定を受けた医師、当該医師が所属する医療機関は以下の制度が適用できます。

① 管理者の資格：地域医療支援病院、公的医療機関である病院、国立病院機構の開設

する病院、地域医療機能推進機構の開設する病院、労働者健康安全機構の開設する病院の管
理者

医療法第5条の２に基づく認定を受けた場合、地域医療支援病院、公的医療機関である病
院、国立病院機構の開設する病院、地域医療機能推進機構の開設する病院、労働者健康安
全機構の開設する病院の管理者となることができます。（2020年度以降に臨床研修を開始した医師が

管理者となる場合）

② 補 助 金：医師少数区域等で勤務を継続するためのスキルアップ支援

医師少数区域等で診療を行う認定医師のスキルアップを目的とした研修費等について、
補助を受けることができます。（詳細な内容については各都道府県へご確認ください）

③ 優遇融資：医師少数区域等における診療所等の開設に係る融資条件の優遇

認定医師が、医師少数区域等において、診療所等を開設する際、建築資金等の融資条件
の優遇融資が受けられます。

■認定について

■認定を受けた場合

※１ 医師少数区域等･･･都道府県が医師確保計画で定める医師少数区域及び医師少数スポット。
医師少数区域等一覧：https://www.mhlw.go.jp/content/001138084.pdf

※２令和８年10月１日以降に認定の申請をする者については、１年以上勤務。
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認定制度の詳細及び各種照会先

地方厚生（支）局 電話番号 ホームページ 管轄地域

北海道厚生局 011-709-2311
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ho
kkaido/iji/ishinintei_00001.html 北海道

東北厚生局 022-726-9263
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/toh
oku/newpage_00188.html

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

関東信越厚生局 048-740-0754
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ka
ntoshinetsu/shinsei/iji/newpage_00
283.html

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東海北陸厚生局 052-971-8836
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tok
aihokuriku/gyomu/bu_ka/iji/newpa
ge_00309.html

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

近畿厚生局 06-6942-2492
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kin
ki/newpage_00262.html

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

中国四国厚生局 082-223-8204
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ch
ugokushikoku/shinsei/iji/ishi_shous
uukuiki_nintei_00002.html

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国厚生支局 087-851-9566
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shi
koku/shinsei/kenko_fukushi/ninteiis
hi_00001.html

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州厚生局 092-472-2366
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ky
ushu/iji/minority_areas.html

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県

（独）福祉医療機構 電話番号 ホームページ 地域

本部（東京） 03-3438-9937
https://www.wam.go.jp/hp/kakuju
u/

開設地が東日本の方

大阪支店 06-6252-0219 開設地が西日本の方

照会先等

所在地である都道府県庁の健康福祉担当課に、「認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事
業」について、お問合せください。

■認定後の医師向けの優遇融資

■認定後の医療機関向けの補助金 ※医療機関の所在地の都道府県

＜各種照会先＞

■認定の申請 ※認定の申請をする医師の住所地の都道府県を管轄する地方厚生（支）局

＜認定制度の詳細＞

■認定の要件

医師少数区域等に所在する病院又は診療所で６か月以上勤務し、かつ、当該病院等において
次の業務を全て行ったことがある医師を認定します。

①個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導（患者の専門的
な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）

［地域の患者への継続的な診療、診療時間外の患者の急変時の対応、在宅医療 等］

②他の医療機関や、介護・福祉事業者等との連携
［地域ケア会議や他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンス等への参加 等］
③地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動 ［健康診断や予防接種等の実施 等］

■申請内容

○勤務した医療機関名と所在地
○勤務した期間
○業務内容 等

＜医師少数区域等における６か月以上※１の勤務※２とは＞
※１ 医師免許取得後9年以上経過していない場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産等による

中断は可）とするが、 9年以上経過した場合は、断続的な勤務の積算も可。
※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）
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